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１．研究計画の概要 

アメリカが「訴訟社会」であると言われて
久しい。東アジアの日本・中国・韓国もまも
なく「訴訟社会」になるであろうと言われて
いる。ところが中国では１６世紀中葉以降、
すでにすさまじいばかりの訴訟件数を数え
る「訴訟社会」であった。本研究の目的は、
以下の具体的な問題に即して、中国特有の訴
訟社会とは何であったかを明らかにするこ
とである。 

 第一に、中国の古代から現代に至る歴史の
中で、この訴訟社会はいつに始まりいつに終
わったのかを明らかにする。何が訴訟社会を
生み出した要因であり、何がそれを終焉させ
た要因であったのかを明らかにする。第二に、
日本の江戸時代の社会と韓国の朝鮮時代の
それとを比較の対象として取ることによっ
て、中国訴訟制度の特色を明らかにする。第
三に、特に中国明清時代における社会構造、
司法制度と訴訟との関連に焦点を合わせる
ことにより、この社会にあっては冤罪・誣告
などがなぜ多発したのか、なぜ訴訟社会が長
く続いたのかを明らかにする。第四に、一方
で訟師と呼ぶ訴訟幇助者や訟師秘本と呼ぶ
訴訟のためのマニュアル本など、訴訟を増加
させた文化的また社会的な諸装置を明らか
にする。他方でまた、宗族や村落でおこなわ
れた調停、一部の知識人がおこなった善書の
普及、あるいは明清政府による諸施策など、
訴訟を減少させようとする方策を明らかに
する。これによって、それらの方策がどこま
で効果があったのかを明らかにする。 

２．研究の進捗状況 

 本研究課題によって得られた研究成果は
下記の通りである。   

（１）毎年 8 回前後の研究会を開き、中国史
上および日本史上における訴訟に関わる問

題につき、研究代表者および研究分担者がも
っとも関心を抱くテーマに即して、研究発表
を行った。また、諸外国の研究者を招聘し、
中国訴訟社会にかかわるテーマで研究報告
をしていただき討論した。これによって、研
究者相互の認識が高まった。 

（２）『巴県档案』（同治朝）のマイクロフィ
ルムを焼き付け、研究代表者、研究分担者に
よって会読を行った。これによって、具体的
に四川省巴県という地がまさしく訴訟社会
と言うべき状況にあったこと、このような訴
訟が多発した原因としてそこが移住民社会
であったことが明かとなり、さらに同治期と
比較するため、乾隆期や嘉慶期の訴訟状況を
調査する必要があるとの認識にまで至った。                                                                                           

（３）上記に２）の認識に基づき、同じく宋
代の江西省が移住民社会であったことに目
をつけ、宋代で訴訟が異常に多かった江西省
と清代の巴県を比較して考察することがで
きた。また清代の訴訟件数についても、順天
府档案が残る河北省や太湖庁档案が残る江
蘇省と比較するとき、巴県档案が残る四川省
で訴訟が異常に多発していたらしいことも
確認できた。 

（４）『巴県档案』（道光朝）と道光年間に巴
県知県であった劉衡の官箴書とを合わせ読
むことによって、彼の訴訟件数減少策を明ら
かにすることができた。劉衡が関与した訴
訟・裁判案件を同治年間のそれと比較したと
き、上控案件や翻控案件がほとんどなく、こ
れは自らが書き残した官箴書と見事に一致
することを確認した。                                     

（５）巴県档案（同治朝）マイクロフィルム
を大量に焼き付けたほか、順天府档案マイク
ロフィルムのうち訴訟に関わる部分を購入
し終え、さらに中国及び日本の図書館で関連
資料を調査収集し終え、研究報告書作成のた
めの確かな礎を築いた。 
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３．現在までの達成度 

②おおむね順調に進展している。 

（理由） 

 本研究課題の当初の目的は、まず第一に中
国の古代から現代にわたる訴訟という事象
を取り上げ、特に明末以降清代が「訴訟社会」
と呼ぶのにふさわしい社会であったかどう
かを史料的に検証することであった。幸い各
分野の研究者により、中国各時代の訴訟案件
と日本江戸時代の案件が寄せられ、これらを
比較することによって、清代が「訴訟社会」
と呼ぶのにふさわしいものであったことが
あきらかになった。また実際に巴県档案を会
読することによって、第一にそこではすさま
じいばかりの複雑な訴訟がなされていたこ
と、上控と呼ばれる上訴や翻控と呼ばれる訴
訟の蒸し返しが日常的なまでに行われてい
たことが明らかとなった。さらには巴県档案
に収められた訴訟件数を数値化することが
でき、これによってこれまで世界の研究界で
明らかにされたことのない、200 年近くにわ
たる同一県での訴訟件数の推移をも明らか
にすることができた。以上によって、おおむ
ね順調に進展していると考える。 

 
４．今後の研究の推進方策 
 最も重要なのは、2010 年 3 月に研究報告書
を作成し刊行することである。これまでの研
究成果を盛り込むべく、執筆予定者による研
究報告を研究会で行い、できる限り共通認識
に支えられた成果報告にする。 
 研究成果報告書では、おおよそ以下の問題
について論じられる予定である。 
（１）中国古代史研究者である籾山明が春秋
戦国時代の訴訟について論ずる予定である。
これまでの課題研究に基づく知見をもとに、
彼自身がこれまで公表してきたことを自ら
修正するものとなろう。 
（２）中国唐宋時代の研究者である辻正博に
よって、宋代に特に訴訟が多いとされる江西
省が取り上げられる。これまで唐宋時代を通
じて江西省に即して研究した者はなく、中国
でなぜ宋代から訴訟が多発することになっ
たかを明らかにする上で、重要な史実が示さ
れることになる。 
（３）夫馬進によって清代の巴県における上
控問題と翻控問題が取り上げられる。この問
題を訴訟社会の問題として取り上げられた
ことは学界にはなく、新しい知見を示すこと
になる。 
（４）中国の研究者である阿風により京控問
題が取り上げられる。京控問題を訴訟社会の
問題として論じたこともこれまでになく、こ
れまた新しい知見を示すことになる。 

（５）中国現代の訴訟と裁判を研究する浅井
正によって、現代中国の裁判官と弁護士の倫
理問題が論じられる。 
 その他、研究分担者は全員執筆を予定して
おり、これによって中国の宋代以降、特に明
末から清末にかけての訴訟について、これま
でにはない具体像を明らかに提示できる。 
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